
【課題抽出】の説明

【PDCAサイクルに基づく検証結果P21～24】の見方

　本町を取り巻く社会・経済情勢の変化はめまぐるしく、「令和」という新しい時代のまちづくりを進

めていくためには、時代の潮流がもたらす、現在と将来の社会的変化を見据えながら、あらゆる課題

を的確に捉え、柔軟かつ機動的に対応していくことが必要です。特に、佐世保市のベッドタウンとして

発展している本町の特徴を踏まえ、子育て世代から高齢者まで、幅広い年齢層の行政ニーズに的確

に対応することが求められています。

　以下に掲載している4つの課題（※1）については、本計画において解決すべき課題として、前ペー

ジの「（5）町民アンケート調査結果（政策目標）」から「福祉」「産業振興」「行財政運営」を抽出しまし

た（※2）。更に、「福祉」を「人口減少・少子化の進行」と「高齢化の進行、福祉の増進」に分け、以下の

とおり4項目を課題としたうえで、PDCAサイクルに基づく検証を行いました。

　検証にあたり、第6次総合計画及び第１期総合戦略の達成状況及び町民アンケートの結果を次

ページ以降の「PDCAサイクルに基づく検証結果」のとおり図式化しました。

（6）社会的背景と町の現状と課題
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Ⅰ  はじめにⅠ  はじめに

　町民アンケート結果に基づいて、第６次総合計画の政策目標ごとに、重要度及び満足度の分析を

行った結果、「1.2福祉」、「3.1産業振興」、「4.2行財政運営」の各政策目標において、改善の必要があ

る本町の課題として挙げることができます。

（5）町民アンケート調査結果（政策目標）

基本目標 政策目標

1.1 健康・医療

基本目標1
ずっと住みたい、
住みたくなる
暮らしづくり

基本目標2
自然とまちが融合
する顔づくり

（誰もが健康に暮らしているまち）

重要度a 満足度b

1.30 0.42 0.88

1.3 防災・防犯
（災害に強く、生活の安全が守られているまち） 0.81 0.05 0.76

1.4 教育
（未来を担う子ども達が育っているまち） 1.20 0.35 0.85

1.5 生涯学習・スポーツ・文化芸術
（生きがいをもって学び、楽しんでいるまち） 0.90 0.50 0.40

2.1 自然環境・都市基盤
（自然環境と都市機能のバランスが取れているまち） 1.02 0.19 0.83

2.2 生活基盤
（豊かな生活を支える基盤が整っているまち） 0.95 0.08 0.87

1.2 福祉

3.1 産業振興

（みんなが支えあって暮らしているまち） 1.31 0.29 1.02

（a－b）

（地域経済を担う農業や商工業が育っているまち） 0.88 △0.07 0.95

4.2 行財政運営

※「重要度a」から「満足度b」を差し引いいた数値が高い3つを本町の課題として抽出

（自立的な行財政運営を行っているまち） 1.12 0.16 0.96

3.2 観光・シティプロモーション
（多くの人が訪れ、交流しているまち） 0.83 △0.03 0.86

4.1 町民参画
（町民と行政が協働し、地域の課題解決を進めているまち） 0.86 0.29 0.57

基本目標3
まちの発展を支え
元気に働ける
仕事づくり

基本目標4
手と手をつなぎ
未来をつくる
協働のまちづくり

出展：島根県・海士町総合振興計画より佐々町企画財政課作成

協働のまちづくり
4.2 行財政運営
（自立的な行財政運営を…

暮らしづくり
1.2 福祉
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1.1 健康・医療
（誰もが健康に暮らして…

仕事づくり

顔づくり

重要度a
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3.1 産業振興
（地域経済を担う農業や… 1.5 生涯学習・スポーツ・文化芸術

　  （生きがいを持って学び…

2.2 生活基盤
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（未来を担う子ども達が…3.2 観光・シティプロモーション

（多くの人が訪れ…

※2〔3つの課題〕

1.2福祉

※3
※4

※5
※6

※7

4つの課題ごとに、第6次総合計画、第1期総合戦略の関連項目を全て抽出しています。
町民アンケート調査からは関連項目のうち、重点維持分野及び重点課題分野を抽出しています。
・重点維持分野～各取組に対し重要度が高く、かつ、満足度も高い分野
・重点課題分野～各取組に対し重要度が高く、かつ、満足度が低い分野
掲載している資料編のページ数を示しています。
検証結果にある成果指標の達成状況の評価は、以下の基準により判定しています。

優と良を合計した割合が66％超は 水色 、66％以下～33％超は 黄色 、33％以下は オレンジ で
色分けしています。

3.1産業振興

4.2行財政運営

※1〔4つの課題〕

1.人口減少・少子化の進行

2.高齢化の進行、福祉の増進

3.地域特性に応じた産業の振興

4.持続可能なまちづくり・行財政経営　

達成率が100％以上
達成率が80％以上100％未満
達成率が60％以上80％未満
達成率が60％未満
指標が未公表、あるいは廃止されたなどにより評価できないもの

：
：
：
：
：

優
良
可

要検討
評価なし
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1 策定の趣旨

　平成26（2014）年11月、「まち・ひと・しごと創生法」が公布・施行され、本町では、平成27（2015）

年10月に、「佐々町長期人口ビジョン」を策定するとともに、人口減少及び地方創生関連施策に特化

した「佐々町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、「第6次佐々町総合計画」とともに一体とし

て推進してきました。

　今般、「第2期佐々町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するにあたり、その前提となる、

「佐々町長期人口ビジョン」について、改訂を行いました9。

総合計画および総合戦略と人口ビジョンの関係

詳細については、資料編P159～187参照。9

第7次佐々町総合計画

総合戦略

実行計画

基本
構想

人口
ビジョン

目指す将来のまちの姿として「将来像」、将来像実現のため
の施策の基本的な方向を示す「基本目標」から構成される

基本構想（期間：10年）

基本構想に掲げる「将来像」および「基本目標」を達成する
ための政策目標を示し、実行する計画

実行計画（期間：5年）

実行計画のうち、人口減少・地方創生関連施策に特化した
計画

総合戦略（期間：5年）

基本構想とともに、実行計画・総合戦略の前提となる40年
先を見据えた人口の将来展望

人口ビジョン（期間：40年）
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Ⅴ  実行計画Ⅴ  実行計画
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基本目標１ 「医療・福祉」が充実したやさしいまち　　　

一人一人が健康づくりを進められる環境をつくる

　本町は、「佐々町健康増進計画・佐々町食育推
進計画 健康さざ21」に基づき、町民が「身体活
動と運動」「健診による健康づくりと生活習慣病
予防」「喫煙」「飲酒」「歯と口腔の健康」「休養とこ
ころの健康づくり」「栄養と食生活」を柱として、
健康づくりや疾病予防に取り組むことによって、
健康寿命の延伸を目指しているところです。とり
わけ、生涯にわたって自らの健康を自覚し健康増
進に取り組めるよう、生活習慣病の発症予防や
早期発見後の生活習慣の改善、適切な治療によ
る重症化予防に積極的に取り組んでいます。

健康寿命の延伸を目的に、町民が個々の健康
状態に応じて健康づくりに取り組み、食生活
に関しての正しい知識を習得しているまちを
目指します。

目指す姿

◆健康推進事業
町民の健康増進の意識向上につなげるとと
もに、まちなかと周辺の地域資源の回遊性を
向上させるため、佐々川などを活かした
ウォーキングコース、散策コースの周知と活
用を行います。

総合戦略事業P113

乳幼児から高齢者に至るまでの疾病予防、病
気の早期発見に資する各種健診など感染予
防対策を図りながら、安心して受診できる体
制で実施します。また、未受診者への受診再
勧奨を充実させます。
検診における受診の利便性や新たな検査方法の
導入など個別検診の体制について整備します。
妊娠期から子育て世代に対し、料理教室等の
事業を実施し、活用しやすい食の情報を提供
します。
低栄養状態の高齢者を把握し、面接、訪問等
で、介護予防・QOL（生活の質）の向上を目指
します。

●

●

●

●

食生活改善推進員による地域普及（食に関す
る情報の提供）の実施により、各個人にあった
食に関する正しい情報を発信します。
食生活改善推進員のいない地区や、会員が高
齢化している地区に関しては、行政と近隣地
区の推進員との協働により食に関する情報を
提供します。

●

●

子どもから高齢者に至るまでの
生活習慣予防対策1

食生活改善活動への支援2

糖尿病が重症化するリスクの高い、未受診者や
服薬中断者を住民健診の検査結果及びレセプ
トデータにより抽出して、医療に結びつけます。
糖尿病性腎臓病で通院する患者のうち重症
化するリスクの高い方に対して、医療機関と糖
尿病連携手帳を活用して保健指導等を行い、
人工透析など重症化への移行を防止します。

●

●

糖尿病性腎臓病重症化予防事業3

「佐々町健康増進計画・佐々町食育推進計画 
健康さざ21」に基づき、町民一人一人が自分
や家族の健康に関心を向け、地域全体が健康
でいきいきとなることを目指し、健康相談・健
康教育を通して各自のライフステージに応じ

●

●

●

●健康づくりの啓発4

指標名

健康イベント参加者数【総合戦略】

6カ月間で2～3ｋｇ以上の体重減少がある人の割合＊2

食生活に関する情報の普及数

運動習慣のある人の割合＊1
朝食を抜くことが週に3回以上ある人の割合＊1

現状値（令和元年度）

113人／年
（平成30年度）

3地区

13.8％
（令和2年度）

目標値（令和7年度）

130人／年

45.0％
10.0％

主体 内容

担当課
関連課

健康相談センター
保険環境課、住民福祉課（地域包括支援センター）

S DG s目標ゴール

（1）現状 （4）成果指標

（5）協働の指針

（3）目指す姿を実現するための行動指針

　健康づくりは、本町に着実に定着しつつありま
すが、町民の誰もが日ごろから健康に留意し、健
康づくりや疾病予防に取り組むまでには至って
いません。また、人口減少・少子高齢化社会の進
行や、５大疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖
尿病、精神疾患）の増加に伴い、国や地方自治体
が負担する医療費も増大し、財政を圧迫する大
きな要因となっていることから、医療機関にかか
る頻度を減らすことができるよう、町全体の更な
る健康づくりが求められます。

（2）課題

＊1　住民健診（若年層健康診査、特定健康診査）における標準的な質問票より
＊2　後期高齢者健康診査における質問票より

町民・個人
（1人でできること）

●一人一人が自分にあった健康づくりを心掛けます。
●日頃から自己健康管理を積極的に行います。

町内会・地域
（みんなでできること） ●食生活改善推進員による、地域普及を実践します。

企業・団体
（事業者等ができること）

●従業員等の健康管理に努めます。

計画名 計画期間

（6）関連する個別計画

佐々町健康増進計画・佐々町食育推進計画 健康さざ21（第2次中間評価）
佐々町国民健康保険　第2期データヘルス計画・第3期特定健康診査等実施計画
佐々町自殺対策計画

た食生活や運動に関する健康づくり活動を実
践します。
誰もが取り組める健康づくりを目指して、広報
紙・ホームページ・SNS（LINE公式アカウン
ト）・NBCデータ放送（以下、「広報紙等」といい
ます。）を活用し、全世代へ向けた食生活や運
動面からの健康づくりの啓発を継続します。
運動習慣が少ない世代に対して、運動の機会
を提供します。
精神保健の観点から、地域で安心して暮らす
ことができるよう、生活や療養に関する相談
を受ける体制をつくるとともに、自殺予防のた
めに様々な分野の団体等と連携し、人材育成
やネットワークを強化します。

令和2年度～令和5年度
平成30年度～令和5年度
令和2年度～令和5年度

戦略目標１－11

39.9％
12.2％

10地区

10.0％

戦略目標
基本目標を達成するための具体的な
目標を示しています。

成果指標
「目指す姿」の実現に向けた進捗状
況を評価するための指標として、現
状値（R1）・目標値（R7）を示してい
ます。

協働の指針
「目指す姿」の実現に向けて、「町民・
個人」、「町内会・地域」、「企業・団
体」が身近に取り組む役割を示して
います。

関連する個別計画
戦略目標に関連した個別計画を示し
ています。

SDGs目標ゴール
「SDGs」17の目標ゴールのうち、戦略
目標に関する取組の中で、どの目標
ゴールが該当するかを示しています。

総合戦略事業
「目指す姿を実現するための行動指
針」のうち、総合戦略に位置付ける
事業を示しています。

目指す姿を実現するため
の行動指針
目指す姿や成果指標の達成に向け
て、戦略的に取り組む施策の指針を
示しています。

基本目標
「将来像」の実現に向けた7つの基本
目標を示しています。

目指す姿
「戦略目標」によって達成したいまち
の目指す姿を示しています。

「現状」・「課題」
町を取り巻く社会情勢等から、戦略
目標に関する現状と課題や今後の
取組方針等を示しています。

戦略目標の内容構成
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Ⅰ  はじめに

　我が国の人口は、平成20（2008）年をピークに減少局面に入っており、令和元（2019）年10月1日

現在の人口推計によると、1億2,616万7,000人であり、9年連続の減少となっています。また、総人

口に占める15歳未満の年少人口は12.1％と過去最低となっています。急速に進む人口減少と少子化

は依然として深刻な状況であり、対策が急務となっています。

Ⅰ  はじめに

　本町の人口は、令和２（2020）年1月1日現在の住民基本台帳によると、14,013人となっており、

国勢調査が実施された平成27（2015）年以降で増加傾向が続いています。また、15歳未満の年少人

口は、平成27（2015）年の国勢調査によると、16.2％となっており、全国に比べて少子化の進行は

緩やかであるものの、着実に進行しています。

　町民アンケート調査によれば、子育て支援や児童福祉の分野については、重点維持分野として認

識されているため、引き続きこれらの分野の取組を充実させていく必要があります。

関連する項目

人口減少・少子化の進行　１

第6次佐々町
総合計画（※3）

優の割合
良の割合

50％
50％

戦略目標1.2.1「安心して出産・子育て
ができる環境をつくる」

検証結果（※6・7）

144ページ

第１期佐々町
総合戦略（※3）

優の割合
評価なしの割合

75％
25％

戦略的取組3.1.1「結婚・妊娠・出産・
育児までの一貫した支援」

優の割合
評価なしの割合

67％
33％

戦略的取組3.1. 2「安心して子育てで
きる環境づくり」

156ページ

資料編ページ数（※5）

強み（重点維持分野）

町民アンケート
調査（※4）

保育サービスや子育て相談などの子育
て支援

弱み（重点課題分野）

202ページ‒

資料編ページ数（※5）

49

児童福祉・児童虐待防止50

　我が国の総人口に占める65歳以上の老年人口の割合（高齢化率）は、令和元（2019）年10月1日

現在の人口推計によると、28.4％と過去最高を更新しています。

　また、高齢化に伴い、健康寿命（日常生活に制限のない期間）の延びは平均寿命の延びを上回って

推移しており、生涯にわたって健康で、生きがいをもって暮らすことへの意識の高まりもみられます。

　本町の65歳以上の老年人口は、平成27（2015）年の国勢調査によると、26.0％となっており、全

国に比べて高齢化の進行は緩やかであるものの、少子化と同様、着実に進行しています。

　町民アンケート調査によれば、「身近な地域における地域福祉」や「高齢者の介護サービス」につい

ては、重点維持分野と認識されている一方で、「高齢者の就労、生きがい対策」や「障がい者の就労支

援や福祉サービス」については、重点課題分野と認識されているため、更なる取組の改善、不断の見

直しが求められています。

関連する項目

高齢化の進行、福祉の増進2

第6次佐々町
総合計画（※3）

優の割合
良の割合
要検討の割合

20％
40％
0％

戦略目標1.2 .2「高齢者が自立した生
活を送れる仕組みをつくる」

要検討の割合 100％
戦略目標1.2 .3「障がいのある人が地
域で自立した生活を送ることができる
まちづくりを進める」

検証結果（※6・7）

144ページ

第１期佐々町
総合戦略（※3）

戦略的取組2.1.3「高齢者の活躍の場
づくり」 155ページ

資料編ページ数（※5）

強み（重点維持分野）

町民アンケート
調査（※4）

身近な地域における地域
福祉

弱み（重点課題分野）

202ページ

資料編ページ数（※5）

42

高齢者の介護サービス46

高齢者の就労、生きがい対策47

障がい者の就労支援や福
祉サービス

48

優の割合 100％

社会的背景 社会的背景

町の現状と課題

PDCAサイクルに基づく検証結果 PDCAサイクルに基づく検証結果

町の現状と課題
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Ⅲ  人口ビジョン

　本町の人口は、平成27（2015）年に行われた国勢調査では13,626人となっており、前回調査、平

成22（2010）年に比較すると増加傾向となっています。

　年齢3区分別でみると、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）による令和2

（2020）年以降の将来推計では、老年人口の伸びがやや横ばいから減少傾向に推移することによ

り、高齢化の進展のスピードは、徐々に緩くなっていくものと予想されます。

Ⅲ  人口ビジョン

2 人口動態と推移

（1）総人口の推移

　自然増減については、出生数が死亡数を上回る自然増を維持してきましたが、平成25（2013）年

頃から、均衡状態に近づいています。

　一方で、社会増減については、平成14（2002）年以降、転出数が転入数を上回る社会減で概ね推

移してきましたが、平成26（2014）年頃から、徐々に社会増に転じてきています。

　社会増減を年齢階級別でみると、10代後半から20代前半の転出数が多く、20代後半から30代

の転入数が多くなっています。

（2）人口動態の推移

総人口・年齢３区分別人口の推移（国勢調査及び社人研推計）

年齢３区分別人口割合の推移（国勢調査及び社人研推計）

※年齢不詳を除く

人口動態（自然増減・社会増減）の推移（総務省住民基本台帳人口動態調査）

年齢階層別人口移動数の推移（国勢調査）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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15.9% 54.6% 29.5%
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15.1% 52.9% 32.1%

14.7% 52.7% 32.5%

14.7% 51.4% 33.9%
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Ⅲ  人口ビジョン

　本町の人口は、平成27（2015）年に行われた国勢調査では13,626人となっており、前回調査、平

成22（2010）年に比較すると増加傾向となっています。

　年齢3区分別でみると、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）による令和2

（2020）年以降の将来推計では、老年人口の伸びがやや横ばいから減少傾向に推移することによ

り、高齢化の進展のスピードは、徐々に緩くなっていくものと予想されます。

Ⅲ  人口ビジョン

2 人口動態と推移

（1）総人口の推移

　自然増減については、出生数が死亡数を上回る自然増を維持してきましたが、平成25（2013）年

頃から、均衡状態に近づいています。

　一方で、社会増減については、平成14（2002）年以降、転出数が転入数を上回る社会減で概ね推

移してきましたが、平成26（2014）年頃から、徐々に社会増に転じてきています。

　社会増減を年齢階級別でみると、10代後半から20代前半の転出数が多く、20代後半から30代

の転入数が多くなっています。

（2）人口動態の推移

総人口・年齢３区分別人口の推移（国勢調査及び社人研推計）

年齢３区分別人口割合の推移（国勢調査及び社人研推計）

※年齢不詳を除く

人口動態（自然増減・社会増減）の推移（総務省住民基本台帳人口動態調査）

年齢階層別人口移動数の推移（国勢調査）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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令和37年
令和42年

23.5% 64.8% 11.7%

24.7% 62.6% 12.7%

22.3% 62.9% 14.7%

19.4% 64.1% 16.5%

18.0% 63.3% 18.7%

17.7% 62.6% 19.7%

16.6% 61.8% 21.6%

16.2% 57.8% 26.0%

15.9% 54.6% 29.5%

15.5% 53.2% 31.3%

15.1% 52.9% 32.1%

14.7% 52.7% 32.5%

14.7% 51.4% 33.9%

14.6% 50.4% 35.0%

14.5% 49.6% 35.9%

14.4% 49.4% 36.2%

14.3% 49.5% 36.2%
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Ⅴ  実行計画Ⅴ  実行計画
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基本目標１ 「医療・福祉」が充実したやさしいまち　　　

一人一人が健康づくりを進められる環境をつくる

　本町は、「佐々町健康増進計画・佐々町食育推
進計画 健康さざ21」に基づき、町民が「身体活動
と運動」「健診による健康づくりと生活習慣病予
防」「喫煙」「飲酒」「歯と口腔の健康」「休養とここ
ろの健康づくり」「栄養と食生活」を柱として、健
康づくりや疾病予防に取り組むことによって、健
康寿命の延伸を目指しているところです。とりわ
け、生涯にわたって自らの健康を自覚し健康増進
に取り組めるよう、生活習慣病の発症予防や早
期発見後の生活習慣の改善、適切な治療による
重症化予防に積極的に取り組んでいます。

健康寿命の延伸を目的に、町民が個々の健康
状態に応じて健康づくりに取り組み、食生活
に関しての正しい知識を習得しているまちを
目指します。

目指す姿

◆健康推進事業
町民の健康増進の意識向上につなげるとと
もに、まちなかと周辺の地域資源の回遊性を
向上させるため、佐々川などを活かした
ウォーキングコース、散策コースの周知と活
用を行います。

総合戦略事業P113

乳幼児から高齢者に至るまでの疾病予防、病
気の早期発見に資する各種健診など感染予
防対策を図りながら、安心して受診できる体
制で実施します。また、未受診者への受診再勧
奨を充実させます。
検診における受診の利便性や新たな検査方法の
導入など個別検診の体制について整備します。
妊娠期から子育て世代に対し、料理教室等の
事業を実施し、活用しやすい食の情報を提供
します。
低栄養状態の高齢者を把握し、面接、訪問等
で、介護予防・QOL（生活の質）の向上を目指
します。

●

●

●

●

食生活改善推進員による地域普及（食に関す
る情報の提供）の実施により、各個人にあった
食に関する正しい情報を発信します。
食生活改善推進員のいない地区や、会員が高
齢化している地区に関しては、行政と近隣地
区の推進員との協働により食に関する情報を
提供します。

●

●

子どもから高齢者に至るまでの
生活習慣予防対策1

食生活改善活動への支援2

糖尿病が重症化するリスクの高い、未受診者や
服薬中断者を住民健診の検査結果及びレセプ
トデータにより抽出して、医療に結びつけます。
糖尿病性腎臓病で通院する患者のうち重症化
するリスクの高い方に対して、医療機関と糖尿
病連携手帳を活用して保健指導等を行い、人
工透析など重症化への移行を防止します。

●

●

糖尿病性腎臓病重症化予防事業3

「佐々町健康増進計画・佐々町食育推進計画 
健康さざ21」に基づき、町民一人一人が自分や
家族の健康に関心を向け、地域全体が健康で
いきいきとなることを目指し、健康相談・健康
教育を通して各自のライフステージに応じた

●

●

●

●健康づくりの啓発4

指標名

健康イベント参加者数【総合戦略】

6カ月間で2～3ｋｇ以上の体重減少がある人の割合＊2

食生活に関する情報の普及数

運動習慣のある人の割合＊1
朝食を抜くことが週に3回以上ある人の割合＊1

現状値（令和元年度） 目標値（令和7年度）

主体 内容

担当課
関連課

健康相談センター
保険環境課、住民福祉課（地域包括支援センター）

SDG s目標ゴール

（1）現状 （4）成果指標

（5）協働の指針

（3）目指す姿を実現するための行動指針

　健康づくりは、本町に着実に定着しつつありま
すが、町民の誰もが日ごろから健康に留意し、健
康づくりや疾病予防に取り組むまでには至って
いません。また、人口減少・少子高齢化社会の進
行や、５大疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖
尿病、精神疾患）の増加に伴い、国や地方自治体
が負担する医療費も増大し、財政を圧迫する大き
な要因となっていることから、医療機関にかかる
頻度を減らすことができるよう、町全体の更なる
健康づくりが求められます。

（2）課題

＊1　住民健診（若年層健康診査、特定健康診査）における標準的な質問票より
＊2　後期高齢者健康診査における質問票より

町民・個人
（1人でできること）

●一人一人が自分にあった健康づくりを心掛けます。
●日頃から自己健康管理を積極的に行います。

町内会・地域
（みんなでできること） ●食生活改善推進員による、地域普及を実践します。

企業・団体
（事業者等ができること）

●従業員等の健康管理に努めます。

計画名 計画期間

（6）関連する個別計画

佐々町健康増進計画・佐々町食育推進計画 健康さざ21（第2次中間評価）
佐々町国民健康保険　第2期データヘルス計画・第3期特定健康診査等実施計画
佐々町自殺対策計画

食生活や運動に関する健康づくり活動を実践
します。
誰もが取り組める健康づくりを目指して、広報
紙・ホームページ・SNS（LINE公式アカウント）・
NBCデータ放送（以下、「広報紙等」といいま
す。）を活用し、全世代へ向けた食生活や運動
面からの健康づくりの啓発を継続します。
運動習慣が少ない世代に対して、運動の機会
を提供します。
精神保健の観点から、地域で安心して暮らす
ことができるよう、生活や療養に関する相談
を受ける体制をつくるとともに、自殺予防のた
めに様々な分野の団体等と連携し、人材育成
やネットワークを強化します。

令和2年度～令和5年度
平成30年度～令和5年度
令和2年度～令和5年度

戦略目標１－11

130人／年

45.0％
10.0％

10地区

10.0％

113人／年
（平成30年度）

3地区

（令和2年度）

39.9％
12.2％

　　　13.8％
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　社人研による人口推計によれば、本町の人口は、令和2（2020）年は、減少に転じるとされていま

す。一方で、住民基本台帳人口によると、社人研がその推計の基礎としている平成27（2015）年の国

勢調査以降において、人口が増加している状況が分かります。これは佐世保市からの転入などによ

る社会増に起因するものです。また、町民アンケート調査によれば、町民の約9割が本町を「住みよ

い」と考えていることが分かります。

　今後、なお一層、本町が、町民が住み続けたいと思われるまち、町外から転入をしたいと思われるま

ちであり続けるために、町の将来像である「暮らしいちばん！住むなら さざ～みんなが輝き、みんな

で創るまち～」を理念として、まちづくりを進めていきます。

　なお、本ビジョンを踏まえた、本町の地方創生に関する具体的な方向性については、「第6章 総合

戦略」の中で示します。

平成27（2015）年に策定した前回の人口ビジョンでは、本町の人口の将来展望について、

「令和42（2060）年に総人口11,885人の確保を目指す」としています。

(平成25（2013）年社人研推計を基本に、①合計特殊出生率を令和２（2020）年以降に

2.07、②まちなか町有地への集合住宅の誘導など町独自の取組による社会増（令和7

（2025）年までに約800人増）、③人口の移動率を令和２（2020）年までに0.5倍に縮小の

3つの考え方の条件を設定）

本町では、この前回の人口ビジョンで示した方向性を踏まえ、「佐々町まち・ひと・しごと

創生総合戦略」を策定し、平成27（2015）年からの５年間、人口減少対策を実施し、人口

の増加が確認されたところです。（令和２（2020）年1月１日現在の住民基本台帳人口は

14,013人）

このように比較的順調に人口が推移していることから、今後も「目指すべき将来の方向性」

で示した方向性を踏まえ、各種の施策に取り組み、「10年後の令和12（2030）年に13,900

人、40年後の令和42（2060）年に11,900人に留めることを目標とする」こととします。

Ⅲ  人口ビジョン

3 人口の将来展望

（1）目指すべき将来の方向性

（2）人口の将来展望
将来展望の考え方

●

●

●
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Ⅲ  人口ビジョン

　社人研による人口推計によれば、本町の人口は、令和2（2020）年は、減少に転じるとされていま

す。一方で、住民基本台帳人口によると、社人研がその推計の基礎としている平成27（2015）年の国

勢調査以降において、人口が増加している状況が分かります。これは佐世保市からの転入などによ

る社会増に起因するものです。また、町民アンケート調査によれば、町民の約9割が本町を「住みよ

い」と考えていることが分かります。

　今後、なお一層、本町が、町民が住み続けたいと思われるまち、町外から転入をしたいと思われるま

ちであり続けるために、町の将来像である「暮らしいちばん！住むなら さざ～みんなが輝き、みんな

で創るまち～」を理念として、まちづくりを進めていきます。

　なお、本ビジョンを踏まえた、本町の地方創生に関する具体的な方向性については、「第6章 総合

戦略」の中で示します。

平成27（2015）年に策定した前回の人口ビジョンでは、本町の人口の将来展望について、

「令和42（2060）年に総人口11,885人の確保を目指す」としています。

(平成25（2013）年社人研推計を基本に、①合計特殊出生率を令和２（2020）年以降に

2.07、②まちなか町有地への集合住宅の誘導など町独自の取組による社会増（令和7

（2025）年までに約800人増、③人口の移動率を令和２（2020）年までに0.5倍に縮小の3

つの考え方の条件を設定)

本町では、この前回の人口ビジョンで示した方向性を踏まえ、「佐々町まち・ひと・しごと

創生総合戦略」を策定し、平成27（2015）年からの５年間、人口減少対策を実施し、人口

の増加が確認されたところです。（令和２（2020）年1月１日現在の住民基本台帳人口は

14,013人）

このように比較的順調に人口が推移していることから、今後も「目指すべき将来の方向性」

で示した方向性を踏まえ、各種の施策に取り組み、「10年後の令和12（2030）年に13,900

人、40年後の令和42（2060）年に11,900人に留めることを目標とする」こととします。

Ⅲ  人口ビジョン

3 人口の将来展望

（1）目指すべき将来の方向性

（2）人口の将来展望
将来展望の考え方

将来展望人口

将来人口の現状推移と将来展望人口

●

●

●

● なお、この人口を確保するためには、引き続き、①合計特殊出生率を令和２（2020）年以

降に2.07とすること、②令和７（2025）年までに、平成27（2015）年から現在までの増加

分も含めて、約800人の社会増を実現することが必要です。（平成30（2018）年社人研推

計を基本）

●本町の将来展望人口は、
　10年後の令和12（2030）年に13,900人
　40年後の令和42（2060）年に11,900人に留めることを目標とします。

15,000

平成27年国勢調査人口＋平成30年社人研推計人口

※令和2年国勢調査の速報値は、13,923人、確定値は、令和3年9月頃に公表予定です。

（人）

14,000

13,000

平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年

12,000

11,000

10,000

9,000

将来展望人口（前回ビジョン） 将来展望人口

13,626
13,940 14,050

13,236

13,848

目標13,900人

10,567

10,105

11,885

11,014

11,473

11,950

12,438

12,880

13,487

13,499

目標11,900人

基
本
目
標
1

実
行
計
画

Ⅴ  実行計画Ⅴ  実行計画
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基本目標１ 「医療・福祉」が充実したやさしいまち

安心できる医療体制づくり1

指標名

発達専門外来設置数【総合戦略】
もの忘れ外来平均受診者数

現状値（令和元年度）

0か所
9.6人／日

目標値（令和7年度）

1か所
10人／日

主体 内容

（4）成果指標

（5）協働の指針

町民・個人
（1人でできること）

●救急を要さない場合は、診療時間内の受診を心がけます。
●日頃から健康管理に心がけ、かかりつけ医を持ちます。
●感染症予防のため「新しい生活様式」（3密を避ける、マスクの着用、手洗いの励行など）
　を取り入れます。

町内会・地域
（みんなでできること）

●近所に気になる方がいたら声掛けを行うなど、互いに支え合う地域づくりを行います。
●各種行事における感染症予防のための対策に努めます。

企業・団体
（事業者等ができること）

●町や関係団体と連携し、誰もが安心できる医療体制づくりに協力します。
●従業員などの企業健診を実施します。
●従業員の日頃からの健康管理を行うとともに、感染症予防に配慮した会議の形式や
　出張のあり方を検討し、対策に努めます。 

計画名 計画期間

（6）関連する個別計画

西九州させぼ広域都市圏ビジョン 令和元年度～令和5年度

誰もが安心できる医療体制を整える

　町立診療所においては、超高齢化社会を見据
え、もの忘れ外来に特化した診療を行っており、
新規患者については、本人や家族からの相談のほ
かに地域包括支援センターや町内外の医療機関
からの紹介もあり、関係団体や医療機関との連
携が進んでいます。さらに、認知症の早期発見・
早期治療の観点からみると、行政が身近な相談
窓口として浸透してきています。

関係団体や医療機関との十分な連携が継続
され、町民は町内外の身近なところで適切な
医療が受けられることで、いつでも安心して
暮らすことができるまちづくりを目指します。

目指す姿

◆町立診療所サービス充実事業
もの忘れ外来（週1回）のみとなっている町立診
療所の有効活用を図るため、町民の利用ニーズ
や需要を勘案した専門外来を導入します。

関係団体や病院等の医療機関及び県、西九州
させぼ広域都市圏に係る事業に取り組む近隣
自治体との協力と相互連携を強化し、医師や
医療従事者の負担を軽減するため、適正受診
の啓発を行い、地域医療を自ら守っていくとい
う意識の醸成を図ります。

●

休日在宅当番医などの生活に密着した医療機
関情報を、広報紙等を活用して町民へ分かり
やすく提供します。

●

医療体制の情報発信2

感染症対策に対する知識の普及を図るため、
国や県の関係機関と連携し、感染症予防のた
めの広報・啓発活動、健康教育を実施します。
感染症の発症や重症化を防ぐため、各種定期
予防接種や結核検診を推進します。
コロナ禍における「新しい生活様式」（3密を
避ける、マスクの着用、手洗いの励行など）を
普及し、感染症予防につなげます。

●

●

●

感染症予防の充実3

担当課
関連課

健康相談センター、診療所
保険環境課

SDG s目標ゴール

（1）現状

（3）目指す姿を実現するための行動指針

　近年の開業医の減少や、県北地域そのものが
医師不足傾向にあるという医療環境の現状を捉
え、安心して生活を送るための更なる医療体制の
確保が求められています。また、もの忘れ外来
（週1回）のみとなっている町立診療所を有効に活
用していくため、町民のニーズや需要を勘案した
療育専門外来の導入や発達障がいに係る体制整
備が期待されるところですが、そのための医師等
の人材確保が課題になっています。

（2）課題

戦略目標１－22

総合戦略事業P113

佐々町国民健康保険診療所



暮らしいちばん！

住むなら

基本構想
Ⅱ  まちづくりの基本方針
　１.町の将来像
　２.まちづくりの基本目標

Ⅱ  まちづくりの基本方針

25 26

　町民が「住んでよかった」、「これからも住み続けたい」と思えるよう

なまち、さらには町外の人が「住んでみたい」と思えるようなまちを、町

民と一緒に創っていきます。

　そして、佐々町が誇る豊かな自然を大切にし、町民一人一人が生涯に

わたって輝き続けられるよう、まちづくりを進めていきます。

1 町の将来像

佐々町に
住んでよかった

佐々町に
これからも
住み続けたい

佐々町に

住んでみたい

～みんなが輝き、みんなで創るまち～

実行計画
Ⅳ　施策体系図
Ⅴ　実行計画

35 36

佐々川沿いの河津桜と菜の花




